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８．経営情報の見える化（省令改正事項等）について 

（１）介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等に関する事項 

（制度趣旨） 

 2040 年を見据えた人口動態等の変化、生産年齢人口の減少と介護現場における人材不

足の状況、新興感染症等による介護事業者への経営影響を踏まえた支援、制度の持続可能

性などに的確に対応するとともに、物価上昇や災害、新興感染症等に当たり経営影響を踏

まえた的確な支援策の検討を行う上で、３年に１度の介護事業経営実態調査を補完する必

要がある。 

このため、①介護サービス事業者の経営情報の収集及びデータベースの整備をし、②収

集した情報を国民に分かりやすくなるよう属性等に応じてグルーピングした分析結果を公

表する制度を創設する。（施行日：令和６年４月１日） 

 

（報告対象） 

情報収集にあたって、報告対象となる介護サービス事業者については、原則、全ての介

護サービス事業者が報告対象である。ただし、小規模事業者等に配慮する観点から、事業

所・施設の全てが、①過去１年間で提供を行った介護サービスの対価として支払いを受け

た金額が 100 万円以下の事業者、又は、②災害その他都道府県知事に対し報告を行うこと

ができないことにつき正当な理由がある事業者に当てはまる場合、介護サービス事業者は

報告対象から除外する。 

※ 報告除外対象の事業所・施設（上記①・②）とそれ以外の事業所・施設を運営して

いる場合、①・②を除く事業所・施設の報告を求める。 

 

（報告内容） 

介護サービス事業者に報告を求める具体的な項目については、次の４点である。 

 １）事業所・施設の名称、所在地その他の基本情報 

 ２）事業所・施設の収益及び費用の内容 

 ３）事業所・施設の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項 

 ４）その他必要な事項 

なお任意項目として「職種別の給与（給料・賞与）及びその人数」を求めることとする。 

 

（報告方法） 

介護サービス事業者から都道府県知事への報告方法については、次のとおりである。 

● 報告期限：毎会計年度終了後３月以内 

       ※介護サービス事業者経営情報の報告について、改正法施行後の初年度

（令和６年度）に限り、報告期限を令和６年度末までとする。 

● 報告手段 

損益計算書を出力した csv ファイルをシステムでアップロード あるいは 入力フォー 

ムでの入力を予定している。 

  ※ 施行日については令和６年４月１日であるところ、初年度の報告期限を令和６年

度末までとする省令改正を実施しつつ、４月以降もシステム構築に関する一定の準

備期間が必要であることから、システムの試行開始については令和６年秋頃目途、

試行を踏まえた開始時期は令和６年冬頃を見込んでいるところ。具体的な稼働時期

等については、別途お示し予定。 

57

Highlight



2 

 

 

施行及び具体的な運用に向けては、介護政策をとりまく環境の変化を踏まえた今後の政

策等に活用する観点から、都道府県や介護サービス事業者の事務負担にも配慮しつつ、シ

ステム構築を進めていくため、ご了知いただきたい。 

 

 

（２）介護サービス情報公表制度に関する事項 

（制度趣旨） 

介護サービス情報公表制度については、利用者が適切かつ円滑に介護サービスを利用す

る機会を確保するために、利用者の選択に資する情報提供という観点から、社会福祉法人

や障害福祉サービス事業所が法令の規定により事業所等の財務状況を公表することとされ

ていることを踏まえて、介護サービス事業者についても同様に財務状況を公表することと

している。 

 

（報告内容） 

現在の公表情報（基本情報・運営情報）に加え、事業活動計算書（損益計算書）、資金収

支計算書（キャッシュフロー計算書）、貸借対照表（バランスシート）を公表することと

されている。併せて、任意項目として「１人当たり賃金」についても公表情報に追加する。 

 

（報告方法・公表方法） 

介護サービス事業者等の財務諸表の PDF ファイルのアップロードを予定 

※ 都道府県に報告した内容（PDF ファイル）をそのまま公表 

※ 原則、介護サービス事業所又は施設単位。ただし、事業所又は施設単位での区分け 

が困難な事業者は、拠点単位や法人単位での公表が可能。 

 

これらの公表内容の追加についても、利用者等が適切かつ円滑に介護サービスを利用 

する機会を確保する観点から、何卒御承知おき願いたい。 

 

 

併せて、介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等に関する事項、介護サービス

情報公表制度に関する事項については、「介護保険法施行規則の一部を改正する省令」の

公布について（通知）（令和６年１月 25 日付 厚生労働省老健局長通知）においても、

改正省令の趣旨及び内容を示しているので、ご了知いただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

Highlight



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59



4 

 

 

 

 

 

 

 

60

Highlight

Highlight

Highlight

Highlight

Highlight

Highlight

Highlight


